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一　調査研究事業

1  　紛争の実態と調査研究の基本姿勢

⑴　調査研究の背景となる紛争の概要

①苦情紛争件数の動向

国土交通省及び都道府県の宅地建物取引業
法主管部局で受け付けた、宅地建物取引に関
する苦情紛争相談件数の推移は、機構が設立
された昭和59年度には約１万6,800件あった
が、その後多少の変動はあるものの、長期的
には減少傾向にあり、令和４年度は871件と
なっている。
この数字だけを見ると、不動産取引紛争は

大幅な減少傾向にあるように見受けられる
が、後述するように機構への照会件数は、近
年では、概ね11,000件程度となっている。ま
た、機構のみならず各機関において取り扱う
紛争の内容も複雑化、多様化する傾向にあり、
決して紛争自体が沈静化しているとは言い難
い状況にある。
なお、国土交通省及び都道府県の宅地建物

取引業法主管部局で受け付けた苦情紛争相談
件数の状況等については、例年、本誌10月発
行号に掲載している。
②紛争相談の傾向

機構で取りまとめている各年度の不動産相
談の概要を見ると、売買に関する相談では、
ア重要事項説明、イ契約の解除、ウ瑕疵・欠
陥問題に関する相談が多い。また、賃貸に関
する相談では、ア原状回復、イ瑕疵・欠陥問
題、ウ契約の解除に関する相談が多い。売買
及び賃貸においては、上記ア、イ、ウに関す

る相談がそれぞれの相談件数全体の半分以上
を占めており、この傾向は従来からほとんど
変わっていない。

⑵　調査研究事業の基本姿勢

機構設立の目的の一つは、増加し、複雑多
様化する不動産取引紛争の未然防止と紛争の
適正迅速な処理を推進するため、国や都道府
県、業界団体や消費者団体の相談窓口に対し
て、参考となる資料を提供することであった。
このため、調査研究部を設置して、不動産
取引に関わる様々な事例、判例を収集し、学
識経験者、弁護士、司法書士、行政担当者や
業界関係者等の方々の議論・指導を得て、分
析・整理し、その成果を刊行物として取りま
とめ、関係機関の相談窓口のみならず、消費
者、宅建業者等、不動産取引に関係する方々
に提供してきている。
特に、近年においては、紛争の全過程、す
なわち契約の前段階から契約締結、履行、解
除・解約、契約不適合責任等という不動産取
引のそれぞれの局面において生じる紛争の段
階性に着目して、その類型や特性に応じた紛
争の未然防止と紛争の適正迅速な処理という
観点から、当事者等が適切な判断、行動を取
ることができるよう、有用な情報を提供する
という視点に立って、機関誌RETIO、関連
書籍、ホームページ、メールマガジン、他機
関の媒体、講習会等さまざまな情報発信手段
を活用して、調査研究成果の提供に努めてい
る。

第二　紛争の予防と的確な処理のための事業
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2 　紛争事例に関する調査研究

⑴　専門家による調査研究

①不動産取引紛争事例等調査研究委員会

宅地建物取引は、民事法と行政法の接点で
あり、昭和50年代においては、不動産取引紛
争に関する判例、事例の収集研究は必ずしも
十分とはいえない状況であった。
しかし、紛争事例の収集調査分析・研究は、

紛争の未然防止と適切な解決を推進していく
上で必要不可欠なものであり、特に法的観点
からの理論的な研究が必要であると考えられ
た。
このような観点から、「不動産取引紛争事

例等調査研究委員会」は、機構において調査
研究事業を推進するための中核機関として、
昭和59年４月の機構設立と同時に設置され、
以来平成22年２月（第256回）まで毎月１回、
平成22年５月からは概ね２か月に１回のペ－
スで開催され、令和６年２月で336回となる。
委員長は、設立当初は平井宜雄東京大学法

学部教授（前機構会長）が就任され、平成11
年４月に内田貴東京大学法学部教授に交代
し、平成19年10月には、内田委員長が法務省
経済関係民刑基本法整備推進本部参与に転出
されたことに伴い、升田純弁護士が就任し、
令和３年４月に道垣内弘人専修大学大学院法
務研究科教授に交代して現在に至っている。
本委員会では、当初は、建設省（当時）及

び各都道府県の窓口で受理した紛争事例のう
ち、先例的価値が高いと思われるものについ
て検討を行い、その後、平成２年からは、不
動産取引に関する直近の裁判例のうちから、
・取引実務上、新しい分野の裁判例・実務の
指針となるような裁判例

・従来から実務上問題が多く、トラブルが多
発する分野で新しい判断を示す裁判例

を毎回原則２件取り上げ、検討を行っていた。
平成20年７月からは、できるだけその時々

で話題になっている問題を本委員会で扱いつ
つ、検討成果が何らかの形で行政にも反映さ
れることを期待して、判例のほか、今日の不
動産市場で生じている具体的な問題を抽出し
て設例化したものについても検討することと
している。
現在の本委員会の構成メンバーは表－１の

とおりである。
本委員会には、不動産取引に関し豊富な知

識、経験を有する弁護士、行政担当者、実務
家等をメンバー（令和４年５月から弁護士参
加）とするワーキング・グループを設けてお
り、本委員会で議論される事案は、ワーキン
グ・グループで実務の観点から検討し、その
内容を本委員会に反映させることとしている。
本委員会での研究成果は、昭和60年７月に

「不動産取引紛争事例集」として刊行し、昭
和62年２月に「続・不動産取引紛争事例集」
として第２集を、平成２年３月には「不動産
取引紛争事例集（第３集）」を発行したが、
平成20年11月発行の本誌71号以降、検討した
裁判例について、本委員会における指摘内容
及びワーキング・グループにおける意見、関
連する法令等・判例・学説の概要等を整理し、
毎号１～２件を掲載している。
最近２年間における本委員会での検討事例

は表－２のとおりである。
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表－１　委員名簿（令和６年２月末現在、敬称略）

表－２　不動産取引紛争事例等調査研究委員会　令和４年１月から６年２月までの検討事例
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②近畿圏紛争事例等検討会

本検討会は、報酬請求権に関する判例等の
調査研究を行うことを当初の目的として、媒
介契約に造詣の深い故・明石三郎関西大学名
誉教授と岡本正治弁護士の指導を受けて、昭
和61年８月に、近畿６府県の宅建業法所管課
の担当者も参加して発足した。
現在、岡本正治弁護士、下村正明関西大学

大学院法務研究科教授、宇仁美咲弁護士の指
導を仰ぎながら、国土交通省（本省・近畿地
方整備局）、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、
滋賀県、和歌山県の宅建業法所管課の担当者
により、関西地区の不動産取引事例をめぐる
諸問題について検討を行っており、令和６年
３月末で累計144回開催している。
なお、開催は、現在では年４回の内、３月

と９月をオンライン開催、６月と12月を大阪
と京都にて実開催としている。
本検討会の成果として、平成２年12月に「報

酬請求権に関する判例の要点」を、平成15年
12月には、「不動産売買における媒介手数料
の解説」を刊行した。
③不動産政策研究会

平成21年以降、以下の４つの研究会を開催
し、有識者からのヒアリング等を通じ、不動
産政策研究を行っている。
なお、平成27年11月以降に開催したそれぞ

れの研究会の議事内容等については、ホーム
ページで公表している。
・不動産取引法務研究会（主査：慶応義塾大
学大学院法務研究科　松尾弘教授）
不動産取引の実態や判例等の把握を通じ
て、不動産の適正取引を図るための政策課題、
改善方策等の研究を行うためのものであり、
平成21年11月以降、令和６年３月までに37回
開催している。
・不動産経済分析研究会（主査：一橋大学大
学院ソーシャル・データサイエンス研究科
清水千弘教授）
我が国の不動産市場の透明性や投資環境の
充実を図るための政策課題、改善方策を研究
するためのものであり、平成21年９月以降、
令和６年３月までに41回開催している。
・海外不動産研究会（主査：日本大学経済学
部　中川雅之教授）
国際不動産取引の実態等の把握を通じて、
国際不動産取引における政策課題、改善方策
を研究するためのものであり、平成22年６月
以降、令和６年２月までに26回開催している。
・不動産再生研究会（主査：東京大学大学院
工学系研究科都市工学専攻　浅見泰司教
授、前主査：早稲田大学大学院ファイナン
ス研究科　川口有一郎教授）
老朽化した団地・マンション、空き家、効
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率的な活用が図られてない企業不動産・公的
不動産等の不動産の再生を図るための政策課
題、改善方策を研究するためのものであり、
平成26年２月以降、令和６年２月までに27回
開催している。
以上の４つの研究会に係る政策研究の成果

として、平成30年７月に、『不動産政策研究
総論＜不動産政策概論＞』、『不動産政策研究
各論Ⅰ＜不動産取引法務＞』、『不動産政策研
究　各論Ⅱ＜不動産経済分析＞』、『不動産政
策研究　各論Ⅲ＜不動産再生政策＞』、『不動
産政策研究　各論Ⅳ＜国際不動産政策＞』の
５冊を、不動産政策研究会（４つの研究会の
総称）として、東洋経済出版から刊行してい
る。
④不動産政策フォーラム

国土交通省との共催により、産学官が連携
して、社会情勢の変化に対応した今後の不動
産政策のあり方に関する議論を深めるため、
平成29年６月及び平成30年６月に、不動産政
策フォーラムを開催した。
⑤民法（債権法）改正勉強会

令和２年４月から改正施行された民法第３
編債権編（債権法）について、外部から弁護
士等の講師を招いて、平成29年度に、不動産
売買及び賃貸借に関する改正内容や実務対応
等について勉強会を６回開催し、実務上の疑
問点の確認等を行った。

⑵　行政を中心とした調査研究

①処分事例等検討委員会

宅建業法所管課の担当窓口において消費者
等から相談された業者が係わる取引紛争事例
について相互に紹介し、事実関係や処分内容
等について情報、意見交換を行い、処分の適
正合理化を図っていくことを目的に、平成12
年度に、機構を事務局として設置した。
本委員会は、国土交通省及び１都１府７県

（東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、神奈川県、
静岡県、愛知県、兵庫県、福岡県）により構
成され、年３回開催している。
なお、本委員会の活動の一環として、平成

14年２月に、「望ましい重要事項説明のポイ
ント（平成３年刊行）」について、直近10年
間の重要事項説明をめぐる様々な紛争事例に
関する研究成果を反映させて大幅な見直しを
行い、「望ましい重要事項説明のポイント（改
訂版）」として刊行した。同書は、平成19年
12月に３訂版を刊行している。
②四都県連絡協議会

宅建業法をめぐる諸問題について、首都圏
の宅建業法主管課担当者が、定期的に情報の
交換、共通する問題の討議等を行うための協
議会が設置され、機構はその事務局を務めて
いる。本協議会は、東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県及び国土交通省（本省・関東地方整
備局）により構成され、年３回開催している。
③処分事例集の作成

平成８年度以降、国土交通省及び各都道府
県で行った監督処分のうち、紛争に係わるも
のについて、行政担当者の参考に供するため、
事案の概要等処分の内容を「不動産取引の紛
争と処分事例」として簡潔に取りまとめ、毎
年度発行している。
また、平成21年２月、平成８年度～18年度

の事例を網羅して再整理した事例集を作成し
た。
処分事例の傾向を見ると、事由としては重

要事項説明に関するものが最も多いが、その
違反類型は宅地建物取引士が実施しない、書
面を交付しない等手続的事由による処分が多
い一方で、重要事項について説明を欠く、あ
るいは不正確な説明を行ったことによる処分
も多い。重要事項の内容は、都市計画制限の
ような法令に関するものから心理的瑕疵に至
るまで、複雑化、多岐化しているのが特徴で
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ある。

⑶　紛争事例の収集分析

①紛争防止実態調査研究委員会

昭和59年度～昭和60年度、石原舜介東京工
業大学教授を委員長とし、建設省、関係団体
による委員会を設置して、不動産取引の紛争
処理に関し、都道府県の宅建業法所管課窓口
を訪れた紛争当事者及び受付担当者の双方に
アンケート調査を実施し、紛争の原因、発生
過程、意識動向等の実態について調査した。
その結果を昭和60年７月「紛争防止実態調査
集計報告書」に取りまとめ、これに基づき「不
動産取引紛争の実態と防止策」を刊行した。
②紛争事例の取りまとめ

昭和60年以降、東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県
等の主要都道府県で受け付けた紛争事例に関
する資料が機構に送付され、機構における紛
争事例・処分事例の調査研究の基本的な資料
となっている。
その要旨について、昭和63年度から本誌に

毎年度掲載している。
また、平成13年度分までは「不動産取引紛

争事例要旨集」として各年度、平成14～16年
度分については「不動産取引紛争主要事例集」
として刊行した。
令和２年度には、RETIOに掲載した平成

21年度から30年度の紛争事例356件をとりま
とめ「不動産取引紛争主要事例集」として出
版した。
③重要事項説明に関する紛争事例の収集調査

紛争原因のなかで最も多い重要事項説明に
関する紛争事例の収集調査を建設省建設経済
局から受託した（平成11年度）。
この報告書を基に、平成12年６月、「重要

事項と業者の責任」を出版した。

⑷　諸外国における不動産取引制度等の調査

①諸外国の不動産取引の文献翻訳

平成23年３月に、外部に委託して、韓国語
の文献「不動産仲介実務／相談事例と判例」
及び「不動産取引における事故類型と予防の
ための改善法案」の２点のほか、台湾の文献
10点、中国の文献10点の翻訳を行った。
また、平成23年11月には、中国語の文献「実
用不動産仲介紛争─事例分析」及び「不動産
仲介実務─著名取引主任者によるアドバイ
ス」を、さらに、平成24年10月には、韓国の
書籍「公認仲介士法論」の翻訳を行った。
令和３年１月には、ホームページの「海外
の制度において、「韓国の不動産法概論」及
び「韓国の不動産法（日本語訳）リストと解
説」について改訂を行った。
②アジア（韓国・中国等）の不動産取引制度

の比較研究

韓国・中国等の不動産売買及び賃貸借、不
動産仲介等についての現状、運用実態、課題
等を把握、分析し、日本の不動産取引制度に
対する示唆点を考察することとし、周藤利一
日本大学経済学部教授に、レポート作成の業
務を委託。
平成23年12月に「韓国の不動産取引制度に
関する研究（その１）」及び「中国・香港・
台湾の不動産取引制度に関する研究（その
１）」を作成し、平成25年２月には、それぞ
れ「その２」を作成した。
③台湾における不動産取引制度の現地調査

平成23年９月14日から17日までの日程で、
調査研究部長及び同調査役の２名が台湾を訪
問し、政府機関や業界団体等から不動産取引
制度、紛争の事例、今後の展望・課題等につ
いて説明を受け、意見交換を行った。提供を
受けた文献、資料等については、平成24年３
月までに、翻訳したうえ、それぞれ冊子に取
りまとめた。
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なお、本誌85号及び86号において、台湾の
不動産仲介制度の概要について紹介している。
④諸外国の中古住宅取引における情報開示と

専門家の役割に関する調査

米・英・仏・独・豪の中古住宅取引におけ
る情報開示と専門家の役割に関して資料を収
集、整理して取りまとめる業務を政策研究大
学院大学に委託し、平成25年３月、「諸外国
の中古住宅取引における情報開示と専門家の
役割に関する調査」として取りまとめた。

⑸　不動産取引・管理に関する実務実態調査

の実施

平成23年２月、11月、25年11月の３回に渡
って、売買、売買仲介（代理を含む）及び賃
貸住宅管理の課題や、トラブルを少なくする
ための工夫などの実務実態把握等の目的で、
業界団体の協力を得て、不動産事業者向けの
アンケート調査を実施した。
また、平成24年１月には、全国の借家世帯

を対象にインターネットによるアンケート調
査を実施した。
これらの調査結果については、本誌83号、

87号、90号及び91号に掲載している。

⑹　判例の研究

機構の主たる目的である不動産取引に関す
る紛争の未然防止のための調査研究として、
判例の収集、分析及び調査は重要な柱の一つ
である。
これらは、都道府県等の相談窓口で相談業

務や紛争の解決を図る際、あるいは業者や消
費者が、不動産取引に関するトラブルの未然
防止策を検討する上で貴重な判断材料となる
ものである。
不動産取引に関する判例の原文を収集した

ものは、本格的な研究を目指す場合には便利
ではあるが、多忙な都道府県の宅建業法主管

課の担当者や宅地建物取引業に実際に携わる
関係者が実務の参考として利用するには、そ
のままでは使いにくい。また、判決文から直
接に紛争の概略を把握することは大変な労力
を要する作業である。
そこで、これら関係者をはじめ一般の消費

者にも活用できるよう、事案の概要、判決の
要旨等を読みやすく、簡潔に記述し、取りま
とめることとして、昭和59年８月から判例の
収集を開始した。
判例の要旨づくりは機構の職員が担当し、

宅建業者が直接に当事者となっている代表的
な判例を対象としている。こうした作業の成
果は次のように取りまとめて公表している。
①RETIOへの掲載

機関誌「RETIO」の２号から判例を要約
して掲載しており、本号掲載分までの累計で
1,655件となっている。
また、掲載した判例は、事案の内容ごとに

リスト化し、必要なものを簡単に取り出せる
よう、検索システムを構築し、平成23年４月
からホームページ上に公開している。このサ
イトへの令和６年２月単月でのアクセス件数
は、88,041件に達している。
②「宅地・建物取引の判例」の刊行

これは、宅地建物の取引に係わる判例を判
決年毎に要約して取りまとめたシリーズ物で
ある。
最初の「宅地・建物取引判例の要点」から

令和５年７月に発行した最新の「宅地・建物
取引の判例（平成31年・令和元年）」までに
掲載された事例を見ると、「業者の調査・説
明義務」、「瑕疵担保責任」や「売買契約の成
否、契約の解除」をめぐる事案が多くなって
いる。
③判例集の刊行

不動産取引に関する判例を網羅する観点か
ら、戦後の不動産取引に関する判例を私法に
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限らず幅広く収録し、判例集未登載のもの30
件余も含めて２千余件の裁判例を登載した
「不動産取引の紛争と裁判例」を平成９年12
月に発行した。
その後、平成11年９月までの判例を含めて

約1,100件を追加（判例集未登載87件を含む）
した「不動産取引の紛争と裁判例〈増補版〉」
を平成11年12月に発行した。
そして、平成11年10月から19年３月までの

判例620件を登載した「最新・不動産取引の
判例」を平成20年６月に発行した。
④不動産政策史検索データベース「最高裁判

例一覧」の掲載

判例法としての意義を有しているとされる
最高裁判例について、不動産取引に関するも
のに関し、態様別・類型別に整理し、一覧で
きる「RETIO判例検索システム」と同様の
機能を持たせた「最高裁判例一覧」を、平成
27年４月からホームページ上において公開し
た。当初は、「最高裁判所民事判例集」、「最
高裁判所裁判集民事」の登載判例を中心に約
1000件を収録していたが、随時更新し令和６
年３月末現在で約2000件を収録している。こ
のサイトへの令和６年２月単月のアクセス件
数は、16.756件に達している。

3 　適正な契約のための研究

⑴　標準的な契約書の研究

不動産の取引をめぐる紛争が後を絶たない
状況の中、紛争の防止と適正かつ円滑な契約
が行われるためには、公正な第三者機関が、
契約書上明確にすべき事項を研究し、取引実
務に即して必要な事項を定型化して提供する
ことが必要であるとの社会的な要請があった。
機構では、消費者にとって分かり易く、取

引に際して安心して利用できるものであれ
ば、これを利用する業者にとっても、無用の

トラブルを避けることができ、また、契約内
容を説明するにしても、統一的な解釈基準が
あることは便利であると考え、「売買」「賃貸」
「媒介」というそれぞれの場面における公平
妥当な標準契約書のあり方と標準となる契約
書の研究を進めた。
①標準売買契約書・解説書

昭和61年７月、不動産取引類型ごとに、ど
のような契約条項を設けておけば、予想され
る紛争を避けることができるかを検討し、そ
の成果として「標準契約書」とその「解説書」
を取りまとめることを目的に、機構内に「不
動産取引契約書研究委員会」を設置し研究を
開始した。
研究に当たっては、飯原一乗弁護士を委員
長として、委員会を設置し、また、補助的機
関として、行政及び業界の実務家を中心とす
るワーキンググループが浜二昭男弁護士を座
長として組織された。
昭和63年７月、研究の成果のうち、「土地」
の売買に関する標準的な契約書を「売買契約
書の解説・土地売買契約書（媒介用）」とし
て刊行した。
平成２年２月、研究の成果について、「土
地・建物」、「借地権付建物」及び「区分所有
建物」の売買に関する標準的な契約書を加
え、「標準売買契約書の解説（媒介用）」を刊
行した。
②「賃貸住宅標準契約書」

平成２年７月、建設省住宅局から賃貸借関
係の実態を踏まえた合理的な標準住宅賃貸借
約款の調査研究を受託し、玉田弘毅明治大学
教授を委員長とし、法務省民事局をオブザー
バーとして「標準住宅賃貸借契約書（約款）
検討委員会」を設置し、実態調査を行い、平
成３年３月、「標準住宅賃貸借契約書に関す
る調査・検討報告書」を取りまとめた。
同報告書を基に建設省住宅宅地審議会の賃
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貸住宅標準契約書小委員会において検討が行
われた結果、建設省は、平成５年１月、「賃
貸住宅標準契約書」を発表した。
その後、国土交通省は、平成23年度に、賃

貸住宅標準契約書改訂検討委員会を設置して
検討を行い、平成24年２月に住宅標準契約書
（改訂版）を公表、平成27年度及び29年度に
は、賃貸住宅標準契約書（改訂版）改訂委員
会を設置してさらに検討を進め、平成30年３
月に、2020年４月に施行される改正民法（債
権法）や家賃債務保証業者を利用した契約の
増加等を踏まえ、「極度額の記載欄」等を設
けた「連帯保証人型」及び「家賃債務保証業
者型」の賃貸住宅標準契約書を作成・公表し
た。
③「期限付き借家制度の活用マニュアル」

平成４年に新たに設けられた期限付き借家
制度について、その円滑な活用を図るため、
参考となる契約書例やどのような場合に適用
できるか等判断基準の検討を建設省住宅局か
ら受託し、「期限付き借家制度の活用マニュ
アル」として発表した（平成４年度）。
④不動産売買契約の標準様式のあり方に関す

る報告と提言

平成６年４月、宅地・建物の売買契約の内
容及び書式の実態を明らかにし、その法学的
検討を通じて、今後どのような契約書式を標
準的なものとして認識し活用していくべきか
を検討することを目的に、稲本洋之助東京大
学教授に委嘱して、同教授を委員長として、
「不動産売買契約研究委員会」が設置された。
不動産業者に対するアンケート調査及び使

用書式の収集、不動産業者に対するヒアリン
グ調査、書式の改善に関する提言の取りまと
めの３つの部分に分けて、順次実施された結
果、平成７年９月、「土地付き戸建て住宅の
売買契約書」の標準書式に関する提案を「不
動産売買契約の標準契約書式のあり方に関す

る報告と提言」として、平成９年３月、「区
分所有住宅の売買契約書」及び「借地権付き
住宅の売買契約書」の標準書式に関する提案
を「不動産売買契約の標準契約書式のあり方
に関する報告と提言・その二」として刊行し
た。
⑤「定期賃貸住宅標準契約書」

定期借家制度の創設を踏まえ、平成11年度、
建設省住宅局から委託を受け、玉田弘毅清和
大学教授を委員長として、建設省、関係団体
による委員会を設置して検討し、平成12年２
月「定期賃貸住宅標準契約書」を取りまとめ、
同契約書を含めた周知用パンフレットを作成
し発行した。
同時に建設省住宅局から「定期借家制度の

創設に際して─借家相談マニュアル」が発行
された。

⑵　媒介契約の研究

①不動産媒介契約に関する調査研究

不動産媒介契約に関する実態を把握したう
えで、制度や実務のあり方の調査研究を行う
ことを目的として、稲本洋之助東京大学教授
を代表委員として、「不動産媒介契約研究委
員会」を設置し、調査研究を行った。
アンケート調査、大手、中小を網羅した業

者への面接調査、座談会開催による意見の掌
握等を経て、平成３年７月「不動産媒介契約
に関する調査研究中間報告書」、平成４年４
月「不動産媒介契約に関する調査研究中間報
告書その２」、平成５年４月「不動産媒介契
約に関する調査研究中間報告書その３」、平
成５年４月「不動産媒介契約に関する調査研
究中間報告書その３附属資料」、平成６年１
月「不動産媒介契約についての提言」を刊行
した。
②媒介報酬に関する研究

昭和55年５月の宅建業法改正による売買・
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交換についての媒介契約内容の書面化と交付
義務等により、媒介報酬をめぐる紛争は一度
はかなり減少したが、バブル経済期には再び
増加した。
そこで、平成３年３月、報酬請求権の要件

に即して、裁判例を要約して紹介・解説した
「報酬請求権に関する判例の要点」を発刊し
た。
さらに平成15年12月、その後の判例を追加

し、弁護士等の専門家の指導と近畿圏紛争事
例検討会（前述）の意見を踏まえて、「不動
産売買における媒介報酬の解説」を刊行した。

⑶　信託に関する研究

信託法、信託業法の改正等の状況変化に伴
い、不動産取引において信託制度の役割増加
が予想されるため、法理論に照らしてその特
質、問題点、課題等を整理・分析することを
目的に、平成17年度自主研究として、道垣内
弘人東京大学教授を座長として、「不動産取
引と信託法制に関する研究会」を設置し、平
成18年３月「不動産取引と信託法制に関する
研究会報告書」を取りまとめ、公表した。

4  　紛争処理体制の整備のための研究

①事前相談体制検討委員会

消費者が不動産の取引をする前に取引上注
意すべき事項について相談を受ける事前相談
体制のあり方について検討するため、水本浩
独協大学教授を委員長として、建設省、関係
団体による委員会を設置して、昭和62年７月
「事前相談体制検討委員会報告書」を取りま
とめた。
②紛争処理調査検討委員会

不動産取引に係る紛争防止・相談体制等に
関する現状の把握分析と今後の課題等の取り
まとめを平成９年度及び平成10年度に建設省

建設経済局から受託した。研究に当たっては、
飯原一乗弁護士を委員長として、委員会を設
置し、平成10年３月「紛争処理調査検討委員
会中間報告書」、平成11年３月「紛争処理調
査検討委員会報告書」を取りまとめた。
③不動産取引の環境変化に対応した紛争処理

のあり方に関する調査検討委員会

証券化及び情報化という不動産取引の環境
変化を受けて、今後、それらに係る紛争予防
及び紛争処理はいかにあるべきかについて、
平成12年度及び13年度に国土交通省総合政策
局から調査研究の委託を受けた。
研究に当たっては、小島武司中央大学教授
を委員長として、委員会を設置するとともに、
不動産証券化部会及び不動産情報化部会を設
け、現状分析と課題について検討を行い、平
成12年12月「紛争防止対策検討結果報告書」、
平成14年３月「不動産取引の環境変化に対応
した紛争処理の在り方に関する調査検討委員
会最終報告」を作成した。

5  　紛争処理基準の定立のための研究

①住宅相談マニュアル検討委員会

地代家賃統制令の廃止に伴い、賃貸借当事
者間のトラブルを防止するため、地方公共団
体における住宅相談の便に供する目的で、昭
和61年度に建設省住宅局からの委託を受け、
飯原一乗弁護士を座長として、委員会を設置
し、昭和61年10月「住宅相談マニュアル」を
作成して発行した。
②紛争処理基準作成検討委員会

昭和61年４月、機構を事務局として、建設
省、東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、神奈
川県、愛知県、兵庫県、福岡県の宅建業法所
管課で構成する「紛争処理基準作成検討委員
会」を設置した。
本委員会は、機構が資料収集、論点整理等
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を行い、紛争処理の拠り所ないしは目安にな
る行政庁側の内部参考資料として、昭和63年
１月に「紛争処理基準（その１）重要事項説
明」、平成２年３月に「紛争処理基準⑵重要
事項の説明（その２）」、平成４年３月には「紛
争処理基準⑶居住用建物賃貸借の媒介」をそ
れぞれ作成した。
また、同委員会では、重要事項に関する紛

争の予防を図るためには、不動産業者や一般
の消費者に対しても広く周知を図ることも重
要であるとの認識から、それまでの研究成果
を基に、平成３年、「望ましい重要事項説明
のポイント」を作成し刊行した。
③紛争事案啓蒙マニュアル作成検討委員会

取引形態の多様化・複雑化に伴い、都道府
県の宅建業法所管課窓口の担当者から、業者
への窓口指導に活用する資料、マニュアルの
ほか、業者団体等の内部講習会等で啓蒙材料
となるような紛争事例を含めた資料の作成を
要望する声が強くなったため、平成４年度に
「紛争事案啓蒙マニュアル作成検討委員会」
を設置した。
本委員会は、東京都、大阪府、埼玉県、千

葉県、神奈川県、静岡県、愛知県、兵庫県、
福岡県により構成され、平成６年11月「重要
事項説明の紛争事例」、平成７年２月「媒介
契約の紛争事例」、平成８年６月「重要事項
説明の紛争事例（増補版）」を刊行した。
④「原状回復をめぐるトラブルとガイドライ

ン」

本ガイドラインは、平成８～９年度、建設
省住宅局から委託を受けた調査研究事業「賃
貸住宅リフォームの促進方策検討調査委員会
（ソフト部会）」の報告書であり、執行秀幸国
士舘大学教授を委員長として、委員会を設置
して検討し、原状回復をめぐるトラブルの未
然防止と紛争の円滑な解決のために、契約や
退去の際に賃貸人・賃借人双方があらかじめ

理解しておくべき一般的なルールを示したも
のである。
平成16年３月、犬塚浩弁護士を主査とする

「賃貸住宅に係る紛争等の防止方策検討ワー
キングチーム」でその後の新しい裁判例を追
加するなどの所要の改訂を行っている。
また、平成23年８月には、升田純弁護士・

中央大学法科大学院教授を委員長、犬塚浩弁
護士を副委員長として、国土交通省に設けら
れた「原状回復ガイドライン検討委員会」に
おいて再改訂が行われ、①賃貸人・賃借人の
負担区分の見直し、②トラブル未然防止のた
めの契約書等添付様式等の追加、③残存価値
割合の変更、④Ｑ&Ａ、裁判事例の追加等が
行われている。

6 　瑕疵・不具合の技術的研究

①土地建物の瑕疵・不具合の研究

瑕疵・不具合に関する基礎的知識が得られ
るような手引書を作成するため、昭和59年11
月、今泉勝吉工学院大学教授を委員長とする
「瑕疵関係等技術調査研究委員会」、「同専門
委員会」及び建築関係諸団体によるワーキン
ググループを設置し、60年９月、中間段階と
して、住宅等に関する瑕疵の実態を把握し、
その技術的判断の基礎的資料を収集整理し、
「瑕疵関係技術調査研究報告書」として取り
まとめた。
さらに、昭和62年７月、住宅等に関する不
具合等についての技術的知識をできるだけわ
かりやすく提供する「土地・建物の不具合－
その原因と対応策」を刊行した。
②宅地地盤の見分け方の研究

宅地地盤の瑕疵に起因する紛争も後を絶た
ないが、一般消費者に宅地地盤の危険性など
見分け方を解説した書物は、従来少なかった。
そこで、一般消費者に宅地地盤に関する分
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かりやすい実用的な書物を提供することを目
的とし、昭和63年７月、古藤田喜久雄早稲田
大学教授、岸田英明東京理科大学教授を委員
長として、「宅地地盤の見分け方に関する研
究委員会」及びワーキンググループを設置し
て研究を行い、その成果を「宅地選びのコツ
―専門家が教える良い宅地の見分け方」とし
て出版した。

7 　住宅管理に関する研究

①賃貸住宅の管理実態調査

民間賃貸住宅の管理水準向上の一環とし
て、管理の実態資料を収集し問題点を把握す
るため、民間賃貸住宅の経営者及び管理業者
に対するアンケート調査を平成３年度に建設
省住宅局から受託して実施した。
その成果は、平成４年３月「民間賃貸住宅

に係る管理実態調査」として取りまとめた。
②「民間賃貸住宅契約・管理マニュアル」

建設省住宅局より平成４年度、民間賃貸住
宅の賃貸借契約に係わる紛争防止のため、賃
貸借契約の実態を把握し、これに基づき賃貸
借契約・管理マニュアルを作成する業務を受
託した。
全国宅地建物取引業協会連合会の協力を得

て調査を実施し、平成５年３月「民間賃貸住
宅契約実態調査」を取りまとめるとともに、
全日本不動産協会、全国宅地建物取引業協会
連合会、全国共同住宅協会、建設省、東京都、
関係団体による委員会を設置し、平成５年３
月「民間賃貸住宅契約・管理マニュアル」を
取りまとめた。
③特定優良賃貸住宅（特優賃）供給促進事業

供給計画の認定等の運用基準の策定調査

特定優良賃貸住宅（特優賃）供給促進事業
供給計画の認定等の運用基準の策定調査のう
ち管理問題の一部について、平成５年度に建

設省住宅局から受託した。

8 　消費者向け図書の開発研究

①「不動産売買の手引」

機構の設立を契機に、消費者向けパンフレ
ットを作成してほしいとの希望が出たことか
ら、昭和61年、都道府県の監修を受け、「不
動産取引の手引き」を作成・発行した。平成
14年度からは「住宅賃貸借（借家）の手引」
を別途作成したことから、表題を「不動産売
買の手引」に改めている。
本書は、法令の改正や制度運用の変更等が

あった都度、修正しつつ毎年度、作成・発行
しており、令和５年度の発行部数は１万５千
部となる。
②「住宅賃貸借（借家）契約の手引」

住宅の賃貸借におけるトラブルの未然防止
や解決の方法など、賃貸借契約に際して最低
限知っておきたい知識をわかりやすくまとめ
た手引きとして作成し、平成14年５月に発行
した。
本書も、法令の改正や制度運用の変更等が

あった都度、修正しつつ毎年度、作成・発行
しており、令和５年度の発行部数は１万４千
部となる。

9 　実務家向け図書の開発研究

①不動産販売員登録制度等検討委員会

従業者の資質を向上させ、紛争の防止にも
寄与させるための教育研修のあり方及び登録
制度について検討するため、水本浩立教大学
教授を委員長として、建設省、関係団体によ
る委員会を設置し、昭和61年７月「宅地建物
取引業従業者登録制度のあり方に関する報告
書」を取りまとめ、これに基づき昭和63年２
月に教育研修用テキスト「不動産取引の基礎
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知識」を刊行した。
②「宅地建物取引業法令の変遷」の編纂

宅地建物取引業法は、昭和27年６月10日に
制定、同年８月１日に施行されて以来、累次
にわたり改正されている。
そこで、制定50周年を契機に、制定から平

成15年５月時点までの法律、政令及び省令に
ついて、官報に登載された改正方法に基づき、
制定から現行までの主要な改正年月日（公布
年月日）ごとに段を替えて、その時点ごとの
法令の姿を取りまとめた「宅地建物取引業法
令の変遷」を平成15年10月に発行、平成25年
３月には、その後、平成24年３月時点までの
改正内容を追加して再発行した。さらに、令
和２年３月には、令和元年６月時点までの改
正内容を追加して再発行した。
③不動産政策史年表を用いた資料検索システ

ムの作成・公開

宅建業法の改正に関する関係条文、国会議
事録、審議会答申等の資料を閲覧できるシス
テムを構築し、平成26年４月からホームペー
ジ上で公開している。
④「最新・宅地建物取引業法　法令集」の作

成

行政庁の実務担当者や業者が日常の業務処
理において最新の宅建業法関係法令を手軽に
参照し、携帯に便利なように宅建業法及びこ
れに基づく法令で特に重要なものに限定した
法令集として、平成13年７月16日現在公布さ
れている法令並びに「宅建業法の解釈・運用
の考え方」を収録して、「最新・宅地建物取
引業法　法令集」として刊行した。
その後、法令改正の都度改訂することによ

り最新の内容を保持することとし、最新のも
のは「令和５年５月26日現在公布」版である。
⑤「望ましい重要事項説明のポイント」

前記紛争処理基準作成検討委員会として、
平成３年11月に、「望ましい重要事項説明の

ポイント」を刊行した。
平成14年２月、宅建業法等の改正に対応し

た大改訂を行い、「望ましい重要事項説明の
ポイント・改訂版」を刊行し、平成19年12月、
「望ましい重要事項説明のポイント・３訂版」
を刊行した。
⑥「不動産売買トラブル防止の手引き」「法

令上の制限と調査のポイント」

宅地建物取引業法が改正され、平成27年４
月１日から宅地建物取引主任者の名称が宅地
建物取引士に変更されることに伴い、宅建業
者等の業務に資する冊子として、「不動産売
買トラブル防止の手引き」及び「法令制限と
調査のポイント」を平成27年３月に発行した。
令和３年８月には、上記２冊子を、民法改

正の内容を取り込み１冊子にまとめた「新
不動産売買トラブル防止の手引」を発行した。
⑦「実務叢書　不動産の適正取引シリーズ」

の発刊

宅建業の実務家に役立つ知識・ノウハウの
分かりやすい形式での普及を目的として令和
元年度からシリーズ出版を行うこととした。
以下の出版物を刊行し、今後も引き続き刊行
予定である。
・「不動産取引における重要事項説明の要点
解説（令和元年８月、改訂版令和３年８月）
・「紛争事例で学ぶ不動産取引のポイント（令
和元年８月）」
・「新版わかりやすい宅地建物取引業法（令
和元年８月）」
・「不動産媒介契約の要点解説（令和３年５
月）」
・「不動産取引Ｑ&Ａ（令和３年12月）」
・「不動産取引実務に役立つ判例～最高裁主
要判例の解説～（令和４年３月）」
・「宅地建物取引業者による人の死の告知に
関するガイドラインの解説（令和４年５月）」
・「不動産賃貸借Ｑ&Ａ（令和４年６月）」
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・「指導監督から見た宅地建物取引業法（令
和４年８月）」
⑧「新　不動産取引の紛争　裁判によらない

解決事例集」

平成16年に刊行した「不動産取引の紛争
裁判によらない解決事例集」の続編として、
平成15年度から平成30年度までの63事案のう
ちRETIOに掲載した54事案について紛争類
型別にとりまとめ、令和２年８月に発刊した。

10　受託調査研究

昭和59年の設立以来、その時々の経済事情
や社会状況を背景とした不動産取引需要に関
連した問題点の整理・対応方策等について、
国から多くの委託研究を受けてきた。そのう
ち既述した以外の主要なものは次のとおりで
ある。
①リゾートクラブ会員権問題の調査研究

リゾート施設の利用増大とリゾートクラブ
会員権をめぐる取引紛争の増加を踏まえ、会
員権取引等の適正化のため講ずべき施策など
についての取りまとめを建設省建設経済局か
ら受託した（平成３年度）。
②海外不動産投資・取引等の調査研究

昭和60年代、我が国の海外不動産投資が急
増し、様々な問題を踏まえ、建設省建設経済
局から、海外不動産投資・取引の調査集計業
務（平成元年～３年度）、海外不動産取引紛
争の調査業務（平成４年度）を受託した。
③宅地建物取引業従事者の就業状況等に関す

る実態調査

宅地建物取引業従事者の資質向上策のあり
方を検討するに当たり、従業者の就業状況及
び紛争等の実態を取りまとめることを建設省
建設経済局から平成６年度に受託し、平成７
年３月「宅地建物取引業従事者の就業状況等
に関する実態調査報告書」を取りまとめた。

④消費者への情報提供のあり方に関する検討

不動産取引における消費者への情報提供の
あり方について、消費者へのインターネット
調査及び業者へのアンケート調査等を実施し
て検討することを国土交通省総合政策局から
平成18年度に受託し、岡本正治弁護士・立命
館大学大学院法務研究科教授を座長として、
委員会を設置し、平成18年12月「不動産取引
における消費者への情報提供のあり方に関す
る調査検討委員会報告書」を取りまとめた。
⑤民間賃貸住宅の原状回復に係るルールのあ

り方に関する検討調査業務

国土交通省住宅局から、民間賃貸住宅の原
状回復に係るルールのあり方に関する検討調
査業務を平成21年度に受託し、升田純弁護
士・中央大学法科大学院教授を委員長、犬塚
浩弁護士を委員長代理として、委員会を設置
し、賃貸人、賃借人、管理業者及び少額訴訟
実施関係者へアンケート、ヒアリング調査等
を実施するなど、検討調査を行い、平成22年
３月に「民間賃貸住宅の原状回復に係るルー
ルのあり方に関する検討調査報告書」を取り
まとめた。

11　外部の研究に対する協力

国土交通省や関係機関において実施される
不動産取引に関する調査研究に対して、機構
職員が参加して協力している。近年を中心に
主な事例を挙げると次のとおり。
○取引保証検討委員会（昭和61～62年度）
○標準媒介契約約款研究会（昭和63～平成元
年度）
○賃貸住宅流通・管理業務研究会（平成４年
度）
○賃貸住宅管理業務研究会（平成７～９年度）
○不動産流通業務のあり方研究会（平成14年
度）
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